
   石巻市集会所建設費等補助金交付要綱（平成２６年７月１日告示第１９７号） 

 （目的） 

第１条 この要綱は、町内会その他市長が認める者が行う地域住民のための集会所の建設

等整備事業に対して予算の範囲内で補助金を交付することにより、住民の連帯意識の醸

成と自治意識の高揚を図り、もって地域社会の健全な発展に資することを目的とする。 

２ 前項の補助金の交付については、石巻市補助金等の交付に関する規則（平成１７年石

巻市規則第４７号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「集会所」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

２条第２号に規定する建築物で、地域の集会に供する建築設備を有するものとする。 

 （補助対象団体） 

第３条 補助金の交付の対象となる団体は、石巻市を本拠に活動する石巻市民を構成員と

する次に掲げる団体とする。 

 (1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により法人格

を付与された許可地縁団体又は同条第２項の規定による申請を行う予定の地縁による

団体 

 (2) 町内会等の住民による地域の自治を目的とした団体 

 (3) 集会所建設委員会等の地域の自治等を目的とする集会所を整備するために、任意

に組織された団体 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げ

る事業とする。 

 (1) 新築事業 

 (2) 増築及び改築事業 

 (3) 改装及び修繕事業 

 (4) 附帯施設の修繕及び整備事業 

 (5) 既存建物を集会所として利用するための建物取得事業 

 (6) 集会所建設用地として利用するための土地取得事業 

 (7) 排水設備の公共下水道、農業集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設その他排水

処理施設（以下これらを「公共下水道等」という。）への接続事業 

 (8) 浄化槽設置事業 

 (9) 解体事業 

２ 前項第２号から第４号までに規定する事業については、建築後１０年以上経過したも

ので、かつ、工事に直接要する経費が５０万円以上の事業とする。 

３ 第１項第３号に規定にする事業を実施しようとする場合であって、過去に次に掲げる

建物の構造部分の改装又は修繕に対して同号の規定に基づく補助金の交付を受けたこ

とがある集会所について、当該補助金の交付の対象となった部分と同一の部分を再度改

装し、又は修繕しようとする場合は、直近で当該補助金の交付の決定をした日の属する



年度の翌年度の４月１日から起算して１０年を経過しなければ、補助対象事業としない

ものとする。 

 (1) 屋根部分 

 (2) 内壁部分 

 (3) 外壁部分 

 (4) 床部分 

 (5) 基礎部分 

 (6) 前各号に掲げる部分以外の部分 

４ 第１項第４号に規定する事業を実施しようとする場合であって、過去に次に掲げる設

備の修繕又は整備に対して同号の規定に基づく補助金の交付を受けた集会所について、

当該補助金の交付の対象となった設備と同一の設備を再度修繕し、又は整備しようとす

る場合は、直近で当該補助金の交付の決定をした日の属する年度の翌年度の４月１日か

ら起算して１０年を経過しなければ、補助対象事業としないものとする。 

 (1) 空調設備 

 (2) トイレ設備 

 (3) 照明設備 

 (4) 建具設備 

 (5) 前各号に掲げる設備以外の設備 

５ 第１項第３号及び第４号に規定する事業のうち、天災により被害（東日本大震災（平

成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。）を除く。）

を受けた集会所の修繕については、工事に直接要する経費が５０万円以上の事業とする。 

６ 第１項第８号に規定する事業については、工事に直接要する経費が５０万円以上の事

業とする。 

７ 第１項第９号に規定する事業については、市有地の借地返還に伴う集会所の取壊し及

び整地に関する事業とする。ただし、残存物の撤去に係る経費は、補助金の交付の対象

としない。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に規

定する事業に係る経費とする。 

２ 建設用地として土地を先行取得した場合、当該土地購入費用は、その時点では補助対

象経費としない。ただし、取得時から起算して５年以内に集会所を建設する場合に限り、

補助金の交付申請時において当該土地購入費用を補助対象経費に含めるものとする。 

３ 借地に集会所を建設し、その後において当該地を購入する場合は、当該土地購入費用

を補助対象経費とする。 

４ 離島において前条第１項第１号から第４号まで及び第７号から第９号までに規定する

事業を実施する場合は、資材等の運搬に係る経費を補助対象経費とすることができる。 

（補助金の額等） 

第６条 第４条第１項第１号、第２号及び第５号に規定する事業に係る補助金の額の算定



に当たっては、１平方メートル当たりの実建築単価又は１７０，０００円のいずれか低

い額に延べ床面積を乗じた額とする。ただし、延べ床面積の上限は１６５平方メートル

とする。 

２ 補助金の費用の区分、補助率及び上限額は、別表第１のとおりとする。 

３ 市所有の公民館分館及び地域が管理運営する集会所的施設（以下これらを「分館」と

いう。）の廃止に伴って集会所を建設する場合の補助率及び上限額は、前項の規定にか

かわらず、別表第２のとおりとする。 

４ 補助金の額は、前３項の規定により算出した額とし、その額に１，０００円未満の端

数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。 

５ 前条第４項の規定に該当する場合は、前各項の規定により算出した額に、当該資材等

の運搬に係る経費のうち市長が認める額を加算するものとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、石巻市集会所

建設費等補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

 (1) 事業計画書 

 (2) 事業予算書 

 (3) 補助対象事業に係る見積書 

 (4) 役員名簿 

 (5) 事業予定箇所の現況が確認できる書類及び写真 

 (6) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第８条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、適正であると認め

るときは、補助金の交付を決定し、その旨を石巻市集会所建設費等補助金交付決定通知

書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事業

が完了したときは、速やかに石巻市集会所建設費等補助金実績報告書（様式第３号）に

関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適当

と認めたときは、補助金の交付額を確定し、その旨を石巻市集会所建設費等補助金確定

通知書（様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付等） 

第１１条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、第４条第１項第１号及び第

２号に規定する補助対象事業に限り、補助金の交付決定額の１０分の４以内の額を概算

払の方法により交付することができる。 



３ 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、石巻市集会所建設費等補助金（概

算払）請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命

ずることができる。 

 (1) 詐欺その他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

 (2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（適正管理） 

第１３条 補助事業者は、建設した集会所の建物及び施設並びに用地を常に適正に管理し

なければならない。 

２ 補助対象事業により集会所の整備を行ったときは、おおむね５年以内に補助事業者に

おいて保存登記を行うものとする。 

（用地の寄附） 

第１４条 補助事業者が、管理上の都合により建設用地を市に寄附しようとする時は寄附

採納願その他の必要な書類を市長に提出しなければならない。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２６年７月１日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２７年７月３１日告示第２８９号） 

この告示は、平成２７年８月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２８日告示第１１５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この告示による改正後の石巻市集会所建設費等補助金交付要綱の規定は、この告示の

施行日以後に契約し、平成３１年１０月１日以後に引渡しを受ける集会所の建設等整備

事業に係る補助金に適用する。 

３ この告示の施行日前に契約した集会所の建設等整備事業に係る補助金及びこの告示の

施行日以後に契約し、平成３１年９月３０日以前に引渡しを受ける集会所の建設等整備

事業に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月３１日告示第１７８号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年７月１日告示第３０５号） 

この告示は、令和４年７月１日から施行し、この告示による改正後の石巻市集会所建設

費等補助金交付要綱の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年９月２９日告示第３６７号） 



（施行期日） 

１ この告示は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示に規定する様式により行われた

処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の様式により行われたものとみなす。 

３ この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示の規定により作成された様式の

用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお当分の間使用することができる。 

   附 則（令和７年７月１日告示第１９８号） 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第６条関係） 

区分 補助率 上限額 

新築事業並びに増築及び改築事業 ２分の１ １４，０００，０００円 

改装及び修繕事業 ２分の１ １，２００，０００円 

附帯施設の修繕及び整備事業（浄化槽設置事業を

含む。） 
２分の１ １，２００，０００円 

建物取得事業 ２分の１ １４，０００，０００円 

土地取得事業 ２分の１ ５，０００，０００円 

公共下水道等への接続事業 ２分の１ １，０７０，０００円 

解体事業 ２分の１ ２，０７０，０００円 

別表第２（第６条関係） 

区分 補助率 上限額 

現有面積に相当する延べ床面積 １０分の１０ 分館の構造、設備等を勘案した建築

費用の全部 

現有面積を超える部分 ２分の１ １４，０００，０００円 



様式第１号（第７条関係） 

 



様式第２号（第８条関係） 

 



様式第３号（第９条関係） 

 



様式第４号（第１０条関係） 

 



様式第５号（第１１条関係） 

  


